
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■４月入園二次募集の締切日  P.18 ■５月入園以降の締切日  P.19 

               締切日にご注意ください 
 

 

 

 

●オンライン及び郵送で申請できない場合があります。  P.17 
●認定こども園を第１希望とする２号児(３歳～５歳児クラス)は、 
希望園へ直接申請書類の提出が必要です 

【申請期間】10月１日(火)から10月11日(金)  
【申請場所】第１希望の各認定こども園 
 

 
 
 

まちだ子育てサイト＞目的からさがす＞あずける＞ 

幼稚園・保育園等に入園したい方へ＞保育施設（保育園等）＞ 

2025年度の入園申込みについて＞ 

202５年4月入園の一次募集人数について 

※募集人数に変更がある場合は、まちだ子育てサイト上で更新します。 
※４月入園二次募集人数、５月入園以降の募集人数の更新日   P.15 

       

 

 

 

 

 

 

町田市認可保育園・認定こども園（２・３号認定）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）

の入園申請方法や、必要書類、施設一覧、保育料などを記載しています。入園希望の方は、よく

お読みになり申請してください。 

 

町田市子ども生活部 保育・幼稚園課 (市役所市庁舎２階２０４窓口) 
〒１９４-８５２０ 町田市森野２-２-２２  
開庁時間 平日 ８：３０～１７：００ 
代表電話：０４２-７２２-３１１１ 直通電話：０４２-７２４-２１３７ 
ＦＡＸ：０５０-３１６１-８６３５ 

 

 

町   田  市 

２０2５年度 入 園 の し お り 

オンライン申請 または 郵 送 申 請  

 

→ 

 

４月入園（一次）の申請について 

申請期間 

 

2024年10月1日(火)～2024年11月6日(水)【必着】 

申請方法 

 

募集人数 

 

問い合わせ 

まちだ子育てサイトで確認 

 

いつでも、どこでも申請可能！！ 

オンライン申請をご利用ください 

https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/nyuuen/hoiku/202404_1/12692.html
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/nyuuen/hoiku/202404_1/12692.html
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/nyuuen/hoiku/202404_1/12692.html
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/nyuuen/hoiku/202404_1/12692.html
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/3/nyuuen/hoiku/202404_1/12690.html
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家庭的保育者(保育ママ)に申請する方は、必ず申請前にお子さんと一緒に見学をしてくださ 

い。見学されていない方は、家庭的保育者（保育ママ）への申請はできません。 

 

希望保育園等の受け入れ年齢、受け入れ人数、開園時間、延長保育時間等を必ず確認した上 

で申請してください。  P.53 

 

お子さんに障がいやアレルギーのある方は、必ず申請前にお子さんと一緒に保育園等の見学を

してください。内定又は入園後に障がいやアレルギーが判明した場合、その状況や症状によっ

ては保育園等を退園、または保育短時間への変更をしていただくことがあります。 

   P.27 

 

転園を希望し内定した場合は、同時に在園中の保育園等に他のお子さんが内定することになり

ます。したがって、いかなる理由であれ在園中の保育園等へ戻ることはできません。転園しな

い場合は退園となります。転園を希望される際は十分ご検討の上、申請してください。 

 

2024年度に申請をして待機中の方で、2025年度も保育園等の入園や転園を希望する方は、改め

て新年度の申請が必要です。 

 

 

 

 

申請する際の注意事項 

 

 

 

お 知 ら せ 

 
●家庭的保育者(保育ママ)『ほほえみ家庭保育室』は、2025年4月1日に『成瀬台3－31－5』

へ移転します。2025年3月末までの見学は、現所在地の『三輪緑山3－2106－25』へお願い

します。 

 

●家庭的保育者(保育ママ)『プチ コパン保育室』は2025年度末(2026年3月31日)をもって閉

室となります。 

 

●小規模保育園を卒園後、設定された連携先以外の保育所等への入園を希望する場合は、４

月二次選考から選考対象となります。   P.60 
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